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研究要旨 

目的：我が国の小児体格判定には、肥満度(OI)が広く用いられている。児童生徒は、肥満度

が+20％以上を肥満、-20％未満を痩せと判定し、幼児は OI が+15％以上を肥満、-15％未

満を痩せとする。しかし、肥満度を用いた全国規模の肥満幼児や痩せ幼児の実態は不明で

ある。そこで、我が国の肥満幼児や痩せ幼児の発生頻度や地域差を明らかにする目的でこ

の研究を行った。

方法：2019 年に全国の認可保育所、認定子ども園 1537 施設に調査票を郵送し、回収され

たデータのうち 3 歳から 5 歳の幼児について解析した。（解析対象施設数 780 施設、在籍

する総幼児数 50,459 名）体格判定は肥満度法で行い、肥満幼児や痩せ幼児の頻度は、在籍

者数と申告された肥満幼児数や痩せ幼児数から算出した。

結果：肥満幼児の頻度は 2,237 名（4.4%）、痩せ幼児の頻度は 1,167 名（2.3％）であった。

肥満幼児が多いのは、仙台市 5.7％、川崎市 4.8％、熊本市 4.6％で、痩せ幼児が多いのは、

那覇市 5.3％、川崎市 4.5％、熊本市 3.6％であった。正規常勤の管理栄養士及び栄養士の

配置人数が多いほど、肥満幼児や痩せ幼児は少ない傾向があった。

結論：肥満度を用いた、我が国の肥満幼児や痩身幼児の出現頻度が明らかになった。肥満

幼児や痩身幼児の頻度には大きな地域差が認められた。

Ａ．研究目的

 肥満は、小児期から様々な健康障害を引

き起こし、成人後も様々な非感染性疾患の

罹患率を高めるため、超少子高齢化が進行

している我が国の医療や社会経済上の大き

な課題である 1）。学童期以降の肥満の起源

は、多くの場合幼児期にあり、幼児期からの

肥満予防や介入が必要である 2）。 

小児の体格判定法には、様々なものがある。

欧米では body mass index: BMIのパーセン

タイル値や Z スコアが用いられており、我

が国では肥満度が汎用されている。肥満度

（Obesity Index : OI）は、実測体重が標

準体重と比較して何パーセント過剰か不足

かを意味する指標で、肥満度＝{（実測体重

−標準体重）/ 標準体重 }×100で算出でき

る。肥満度を用いた体格判定基準は、児童生

徒と幼児では異なり、児童生徒は、肥満度が

+20％以上を肥満、-20％未満を痩せと判定

し、幼児は OIが+15％以上を肥満、-15％未

満を痩せとする 3）。幼児期からの肥満予防

対策の必要性が叫ばれるようになり、「幼児

112



肥満ガイド」が発表されている 4）。しかし、

肥満度を用いた我が国の肥満幼児や痩せ幼

児の実態は明らかになっていない。そこで、

我が国の肥満幼児や痩せ幼児の発生頻度や

地域差を明らかにする目的でこの研究を行

った。 

 
Ｂ．方法 

1. 対象 

 対象は、札幌市、仙台市、川崎市、浜松市、

堺市、松山市、熊本市、那覇市の認可保育所、

認定子ども園に通う 3歳から 5歳の 50,459

名の幼児である（表 1）。 

2. 方法 

 調査は、2019年 9月から行い、令和元年

6 月 1 日現在の年齢群別定員数と性別在籍

数、3歳以上の児における肥満度-15％未満

の痩せ幼児の人数、肥満度+15％以上の肥満

幼児の人数を施設職員に記入して頂いた。

肥満幼児や痩せ幼児の出現頻度は、在籍者

数と申告された肥満幼児数や痩せ幼児数か

ら算出した。 

3. 倫理的配慮 

 調査を行うにあたり、研究の主旨や研究

内容、個人情報保護の具体的な方針を文書

で説明し、協力を依頼した。なお、本研究は、

研究代表者の所属施設である新潟県立大学

倫理委員会及び、筆者の所属機関である、東

京家政学院大学の倫理審査及び承認を得て

実施した。 
 
Ｃ．結果 

調査対象市別の、施設数や在籍幼児数、肥満

幼児や痩せ幼児の人数と出現頻度を表 2 に

示す。対象全体では、肥満幼児の頻度は

2,237 名（4.4%）、痩せ幼児の頻度は 1,167

名（2.3％）であった。肥満幼児が多いのは、

仙台市 5.7％、川崎市 4.8％、熊本市 4.6％

で、痩せ幼児が多いのは、那覇市 5.3％、川

崎市 4.5％、熊本市 3.6％であった（図 1）。 

 栄養職員の配置数と、やせ幼児や肥満幼

児の出現頻度を検討すると、正規常勤の管

理栄養士及び栄養士の配置人数が多いほど、

肥満幼児や痩せ幼児は少ない傾向が認めら

れた（図 2）。 

 
Ｄ．考察 

 我が国では、乳幼児の体格判定にカウプ

指数が広く用いられている。しかし、カウプ

指数は、身長の影響を受けるため月齢や年

齢によって肥満や痩せの判定基準が異なる。

学校保健安全法では、毎年児童生徒に対す

る健康診断を行うことが定められており、

児童生徒の健康診断における体格判定には

肥満度法を用いることが推奨されている 5）。

前述したように、学童期以降の肥満の起源

は幼児期にあり、幼児期からの肥満度を用

いた体格判定が望まれる。このため、母子健

康手帳には、幼児用肥満度判定曲線が記載

されているが、十分に活用されているとは

言い難い。更に、文科省の学校保健統計調査

報告書における 5 歳（幼稚園）の肥満傾向

児や痩身傾向児の頻度は、学童のそれらと

比較する意図なのか、幼児であるにも関わ

らず、児童生徒用の肥満判定基準である肥

満度+20％以上、-20％未満の統計値が記載

されているため、本来の判定基準を用いた

値より肥満傾向児の頻度も痩せ傾向児の頻

度も低い値が記載されている 6）。 

 幼児用に定められた肥満度を用いた肥満

や痩せの判定基準（+15％以上、-15％未満を

用いた、幼児肥満の出現頻度については、い

くつかの報告がある。新潟県見附市で令和
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元年度に行われた、3 歳から 5 歳の 665 名

の幼児を対象とした体格調査結果によれば、

肥満幼児の頻度は男児が 4.6％、女児は

7.0%で、痩せ幼児の頻度は、男児が 0.9％、

女児は 0.7％と報告されている 7）。一方、平

成 23 年度から平成 25 年度に兵庫県尼崎市

の 3歳児（年度毎の対象者は約 3500名）を

対象とした検討では、肥満幼児の頻度は

5.0％から 5.3％と報告されている 8）。 

 これらの結果は、調査期間や対象の年齢

が異なるため単純に比較することは困難で

あった。 

 
Ｅ．結論 

 幼児用に定められた肥満度を用いた体格

判定基準を用いた、我が国の肥満幼児や痩

せ幼児の出現頻度と地域差について検討し

た。 

 3 歳から 5 歳の肥満幼児の出現頻度は

4.4％、痩せ幼児の出現頻度は 2.3％であっ

た。肥満幼児や痩せ幼児の出現頻度には、地

域差が認められため、小児の体格評価には

地域性を考慮に入れる必要がある。 

 管理栄養士や栄養士などの常勤の専門職

の人数が多いほど、肥満傾向児や痩せ傾向

児の頻度が少ない傾向があったことから、

幼児期からの適正体格の維持には、専門職

の専門的知識や技術が寄与している可能性

が高い。 
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